
販売所サービス約款（暗号資産売買約款）	

	

第１条（本約款の適用）	

１	 この約款（以下「本約款」といいます。）は、ＧＭＯコイン株式会社（以下「当社」と

いいます。）が運営する販売所サービスの利用及び販売所における暗号資産の売買（以下

「本取引」といいます。）に適用されるものとします。	

２	 本約款に定めのない事項については、「ＧＭＯコインサービス基本約款」の定めに従う

ものとします。	

	

第２条（定義）	

１	 「販売所サービス」とは、当社がお客様の取引の相手方となって、お客様との間で暗

号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うサービスをいいます。	

２	 「余力」とは、お客様が本取引を行うための資金とすることができる金銭の額及び売

却することができる暗号資産の数量をいいます。	

	

第３条（自己責任の原則）	

	 お客様は、販売所サービスの利用に関し、本約款、「販売所サービス（暗号資産売買）の

重要事項説明書」及び当社ウェブサイト上の取引ルール（本約款において、以下「本約款

等」と総称します。）を熟読し、本取引の仕組みやリスクを十分に理解した上で、お客様ご

自身の判断と責任において本取引を行うものとします。	

	

第４条（販売所サービスの利用）	

１	 お客様は、当社が定める口座開設基準を満たすことを条件として、当社が口座を開設

した上で、本約款等に定める方法により、本取引を行うことができるものとします。	

２	 当社は、第１項の口座開設を承諾しなかった場合であっても、その理由及び結果をお

客様に通知する義務を負いません。	

	

第５条（取引価格）	

１	 当社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合には、暗号資産の取引価格

の提示を停止する場合があります。	

（１）当社の暗号資産の取引先の全てが暗号資産の取引価格を提示しなくなったとき。	

（２）当社の暗号資産の取引先が提示する暗号資産の取引価格の全てが市場実勢を反映し

ていないと当社が判断したとき。	



（３）前各号に定める事由のほか、市場における暗号資産取引量の低下等により、適正な

取引価格生成ができないと当社が判断したとき。	

２	 前項の場合には、注文の受付及び執行の全部又は一部が停止される場合があります。

当社は、これによってお客様に生じた損害につき一切の責任を負いません。	

	

第６条（注文の受付）	

１	 お客様は、当社に本取引に係る注文をするにあたり、あらかじめ、当社の定める方法

により、暗号資産の購入資金を当社の預金口座に送金し、また売却する暗号資産を当社

が指定するアドレスに送付するものとします。	

２	 当社は、取引画面を操作する方法による注文のみを受け付けるものとします。	

３	 お客様の注文は、当社が当該注文を受け付けた時に、有効になるものとします。	

４	 当社は、急激な価格変動によるリスク等からお客様を保護する必要がある場合や、そ

の保有するリスク等に鑑み適切であると認めるとき（当社の暗号資産の取引先における

システム障害等に起因する場合や暗号資産に関する状況変化等に起因する場合を含みま

すが、これらに限られません。）は、いつでも注文の受付停止、拒絶等の措置を講じるこ

とができるものとします。なお、当社はこれらの措置を講じたことによって生じた損害

につき一切の責任を負いません。	

	

第７条（注文の指示事項）	

	 お客様は、本取引の注文をするときは、当社の取引時間内に、取引画面において、次の

各号に定める事項を正確に指示するものとします。	

（１）注文する暗号資産	

（２）売買の別	

（３）注文数量	

（４）前各号に定める事項のほか当社が指定する事項	

	

第８条（注文の取消し及び変更）	

	 お客様は、注文が有効になった時点以降は、当社が認める場合に限り、注文を取り消し、

又は変更することができるものとします。	

	

第９条（注文の執行）	

	 当社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合には、注文を受け付けず、又

は受け付けた注文を執行しません。	



（１）余力が不足している場合。	

（２）当該注文が本約款等に適合しておらず、又は違反している場合。	

（３）前各号に定める場合のほか当社が不適切であると認める場合。	

	

第１０条（取引の取消し）	

	 当社は、お客様が、当社が指定する方法以外の方法により注文を行った場合、約定価格

が市場実勢を反映していない場合その他明白な誤りや不正な手段等によって本取引が成立

したと判断した場合には、第１２条に定める確認後であっても当該取引を取り消すことが

できるものとします。なお、当社は本条に従って取引を取り消したことによって生じた損

害につき一切の責任を負いません。	

	

第１１条（取引条件の変更）	

	 当社は、天災地変、経済事情の激変、暗号資産に関する基本的事項の変更その他のやむ

を得ない事由がある場合には、本取引の条件（取引ルールを含みます。）を変更することが

できるものとします。なお、当社は本条に従って取引条件を変更したことによって生じた

損害につき一切の責任を負いません。	

	

第１２条（取引内容の確認等）	

１	 当社は、注文の約定後、遅滞なく、本取引の内容を当社ウェブサイト又は取引画面に

表示するものとします。	

２	 注文の約定後４８時間以内に、お客様が当社に異議を申し立てない場合には、前項の

内容に異議がないものとみなします。	

３	 お客様が前項の異議を申し立てた場合には、当社は、本取引に関する記録を確認し、

その結果をお客様に報告するものとします。	

	

第１３条（取引ルール）	

１	 当社は、本取引に関し、次の各号に定める事項を取引ルールとして定め、当社ウェブ

サイトに表示するものとします。	

（１）取引対象の暗号資産	

（２）注文の数量の制限	

（３）取引日及び取引時間	

（４）手数料	

（５）前各号に定める事項のほか本取引に関する事項	



２	 当社は、いつでも前項の取引ルールを変更することができるものとします。	

	

附則	

２０１７年	 ５月３１日	 制定	

２０１７年	 ８月１０日	 改定	

２０１８年	 ９月	 ５日	 改定	

２０２０年	 ５月	 １日	 改定	

２０２０年	 ６月１１日	 改定	

	


